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ア指示事項
（ア）「求職活動を行い、毎月１５日（閉庁日にあたる場合は、翌開庁日）
までに、『前月分の収入申告書』及び『求職活動状況申告害』を福祉
事務所に提出すること。」

（イ）「病気により求職活動が行うことができない場合は、受診をし、そ
の結果を担当ケースワーカーに報告すること。」

イ 理 由
「平成２４年７月５日の話し合いの際、法第２７条第３項を恋意的に

解釈し、自己の主張のみを繰り返し、福祉事務所の指導・意見を聴く姿
勢が見られず、今後の改善が見込めないため。」
ウ履行期限
指示事項の（ア）については、「平成２４年８月１５日（水）午後５

時まで。９月以降は、毎月１５日（閉庁日にあたる場合は、翌開庁日）
まで。『収入申告害』、『求職活動状況申告書』の提出により、履行と
する。」
指示事項の（イ）については、「平成２４年８月１０日（金）午後５

時までに福祉事務所に来所のうえ、『傷病届』を記載し、平成２４年８
月２４日（金）までに受診すること。なお、受診の結果を担当ケースワ
ーカーに報告することにより履行とするが、医師に定期通院が必要とさ
れた場合は、引き続き受診すること。」
）平成２５年８月５日、処分庁は、ケース診断会議を実施し、「現状では、（４）平成２５年８月５日、処分庁は、ケース診断会議を実施し、「現状では
求職活動を行っていないと恩われ（収入申告書、求職活動状況申告書の提
出なし）、かつ主は病気が就労阻害要因と主張するため、受診を指導する
が従わず、稼働能力の有無や療養の要否の状況が把握できていない。」こ
とから、結論として、「法第２７条による指示書の送付が適当である」こ
と、及び「主は、口頭の指導・指示に対して従わず、今後も改善する見込
みがない。」との結論に至ったこと。

（５）同年８月９日、処分庁は、同日付けで法第２７条第１項に基づく指導指
示書（以下「第２回指導指示書」という。）を内容証明郵便にて、請求人
に通知したこと。当該指導指示書の内容は以下のとおりであったこと。
ア指導指示の理由「平成24年12月5日に､あなたから『12月4日I
院に通院したところ､毎病院への紹介状を受けたため､■■病院に行
く予定』という趣旨の報告を受けて以降、平成２５年７月３１日現在、
受診等の報告がなされていないため。
又、平成２５年８月５日に地区担当員から話し合いを提案するも、あ



なたが神奈川県知事に審査請求を行っていること及び保護費の口座払い
についての説明がなかったことを理由に拒否したことから、口頭での指
導は困難であると判断したため。」

イ指示事項・内容
「稼働能力の判定及び必要な指導指示を行うため、次のとおり指示し

ます。
（ア）平成２４年12月５日以降の医療機関への受診状況、又は、受診
をしていない場合、受診していない理由を報告すること。

（イ）求職活動が可能な場合、求職活動を行い、毎月１５日（閉庁日に
あたる場合は、翌開庁日）までに、前月分の『収入申告書』及び
『求職活動状況申告書』を福祉事務所に提出し、自立に向けて努力
すること。」

ウ履行期限
「①、②いずれも、平成２５年８月１５日（木）午後５時まで（事前
に来所日時を調整してください）。」

エ注意事項
「①この指示に対して正当な理由がなく従わない場合は、法第６２
条第３項の規定により、保護の変更、停止又は廃止をすることが
あります。

②この指示に対して不審な点や不服のある場合は、当福祉事務所
まで申し出てください。」

）同年８月２１日、処分庁は、請求人に、法第６２条第４項に基づく弁明（６）同年８月２１日、処分庁は、請求人に、法第６２条第４項に基づく弁明
の機会を設けるため、「弁明のための出頭について（通知）」を普通郵便
により送付したこと。

（７）同年８月２８日、請求人は、処分庁に対し、以下のとおり、法第２７条
指示書を履行しなかった理由について弁明を行ったこと。
ア基準改定の審査請求を行っている時期に、送付された法第２７条文書
指示のため。

イ法第２７条指示書に関して、行政不服審査法の審査請求を県知事に行
ったため。

ウイに併せて、法第２７条指示書の執行停止を県知事に対して行ったた
め。

エ処分庁は、基本的人権の配慮に欠けているため（例示として以下３点
を挙げる）。
（ア）面談の際に、面談員が常にマスクで顔を隠して面談をしていた。
（イ）第１回指導指示書の際、指示書を入れた封筒を家のドアの隙間に挟



んで、テープで固定していた。
（ウ）自分に対してのみ、ジェネリック医薬品推奨のチラシを送付した。
オ処分庁経由で行った法第２７条指示書に対する審査請求書の中に、今
回の指示事項である、「平成２４年１２月５日以降の医療機関への受診
状況、又は、未受診の場合は、その理由の報告」が記載されており、図
らずも結果的に、指示書の指示に従ったことになっているため。

）同年９月１７日、処分庁は、ケース診断会議を実施し、請求人が同年８
月２８日に行った弁明の内容について、以下のとおり判断したこと。
ア「基準改定の審査請求を行っている時期に、送付された法第２７条指
示のため」については、基準改定に伴う平成２５年８月１日付け保護変
更決定処分に係る審査請求は、神奈川県知事が審査庁であり、審査期間
中に法第２７条指示書を行うことで、審査に影響を与える等、請求人に
対する不利益はないため、正当な理由とは認められない。

イ「法第２７条指示書に関して、行政不服審査法の審査請求を県知事に
行ったため」については、平成２５年８月２８日付け生援第４６３号
「裁決書の謄本について（送付）」で、処分庁に送付された裁決書にお
いて、審査請求却下の裁決がなされており、正当な理由とは認められな
い。

ウ「イに併せて、法第２７条指示書の執行停止を県知事に対して行った
ため」については、平成２５年８月２８日付け生援第４６４号「執行停
止の申立てについて（送付）」で福祉事務所に送付された決定書におい
て、執行停止申し立ての却下の決定がなされており、正当な理由とは認
められない。

エ「処分庁は、基本的人権の配慮に欠けているため」の例示としてあげ
た「面談の際に、面談員が常にマスクで顔を隠して面談をしていた。」
「第１回指導指示書の際、指示書を入れた封筒を家のドアの隙間に挟ん
で、テープで固定していた。」「自分に対してのみ、ジェネリック医薬
品推奨のチラシを送付した。」については、それぞれ、面談員が薬局等
で市販されている使い捨てマスクを着用することが、ただちに、請求人
の基本的人権を損なうことになるとは考えられないこと、請求人が居住
するアパートの郵便受けに、請求人の名前や号室の記載がなく、誤って
他者のポストに投函することを防ぐために取った措置（請求人宅のドア
と壁の隙間に封筒に挟み込み、テープで固定）であり、平成２４年１１
月２２日の面談において、ポストの位置を確認し、今後はそこに投函す
ることでお互い了解している事項であること、どのような理由で請求人
宅のみにジェネリック医薬品推奨のチラシを送付したと請求人が考えた

(８）



のかは不明だが、推奨チラシは、厚生労働省からの後発医薬品のさらな
る使用促進の方針のもと、請求人のみではなく、被保護世帯全世帯に送
布しているものであること、そして、処分庁が基本的人権の配慮を有し
ていないことと法第２７条指示書による指示とは別の事柄であり、処分
庁が基本的人権の配慮を有していないことが法第２７条指示書による指
示を従わないでいい理由とはなりえないことから、正当な理由とは認め
られない。

オ「処分庁経由で行った法第２７条指示書に対する審査請求書の中に、
今回の指示事項である、『平成２４年１２月５日以降の医療機関への受
診状況、又は、未受診の場合は、その理由の報告』が記載されており、
図らずも結果的に、指示書の指示に従ったことになっているため」につ
いては、来所して報告するように指導していることから、審査請求書内
に、医療機関未受診の記載があるからといって、報告したとは認められ
ない。かつ記載してある理由が、基本的人権への配慮が欠如した福祉事
務所に、診療内容が伝わることを恐れて受診しないというものであるが、
そもそも、医療機関への受診は請求人が希望したことであり、理由はど
うであれ、受診が不要であるのであれば、ただちに求職活動を行う必要
がある。よって自己の判断で受診をせず、「自分は医師ではないから、
就労できる状態かどうか分からない」（弁明時の請求人の主張）という
理由で、求職活動を行わないというのは、正当な理由とは認められない。
）同年９月２０日、処分庁は、請求人に対し、同年１０月１日付けで保護（９）同年９月２０日、処分庁は、請求人に対し、同年１０月１日付けで保護
の停止決定処分（以下「本件処分」という。）を行ったこと。なお、保護
停止決定通知書には、当該処分の理由として、「生活保護法第６２条第３
項により、保護を停止します。」と記載されていること。

２請求人の主張
本件審査請求の趣旨は、以下の理由により、本件処分の取消しを求めるも
のである。
（１）法第６２条第３項に違反する処分であり、日本国憲法（以下「憲法」と
いう。）第２５条に規定する理念を脅かす処分である。

（２）法第６２条第４項の規定により与えられた弁明の機会において、平成
２５年８月９日、処分庁がした指導指示書に従ったにもかかわらず、処分
庁により保護の停止が決定され、憲法第２５条に規定された生存権が脅か
された。

（３）法第２７条第２項に反し、請求人の自由を尊重せず、法第２７条第３項
に反し、請求人の意を確認することもなく、処分庁が一方的に決めた履行

～ 0
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という理由で、求職活動を行わないというのは、正当な理由とは認めら
れない。
クまた、そもそも、平成２５年８月９日付け法第２７条指示書の記載の
とおり、指示事項の履行期限は、平成２５年８月１５日午後５時までと
している。請求人は、審査請求の理由欄において、「弁明の機会におい
て、平成２５年８月９日、逗子市福祉事務所長がした２５逗福発第２２
１０００１号の指示書に従った」としており、指示事項を履行期限まで
に履行していなかったことを自ら認めている。そして、弁明の機会の趣
旨は、履行期限までに履行できなかったことに対する理由等を述べる場
であり、弁明の機会は指示事項の履行期限ではないことから、請求人が
主張する「指示書に従った」とは認められないものである。

（２）処分庁は、法第６２条第３項による処分について、必要な手続きを行っ
ている。

４ 判 断
本件審査請求については、以上の事実及び請求人、処分庁の主張を踏まえ、

次のとおり判断する。
（１）法は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その
他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要
件として行われる。」（法第４条第１項）と規定し、ここにいう「能力」
とは稼働能力をさすものであり、活用しうる稼働能力を有する場合は、そ
れを活用することが保護を適用するための要件である。なお、「生活保護
法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日付け社発第２４
６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第４の１は、「稼
働能力を活用しているか否かについては、①稼働能力があるか否か、②そ
の具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、
③実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により
判断すること。」とし、その「判断に当たっては、必要に応じてケース診
断会議や稼働能力判定会議等を開催するなど、組織的な検討を行うこと。」
と定めている。

（２）また、法は、「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向
上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。」
（法第２７条第１項）と定め、「保護の実施機関が、（中略）第２７条の
規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに
従わなければならない。」（法第６２条第１項抜粋）と被保護者の義務に
ついて規定している。さらに、「保護の実施機関は、被保護者が前２項の

、 ′
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